
附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
中
間
会
計
期
間
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
財
務
諸
表

若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
連
結
会
計
年
度
又
は
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種

中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


